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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年4月22日(2010.4.22)

【公開番号】特開2008-244368(P2008-244368A)
【公開日】平成20年10月9日(2008.10.9)
【年通号数】公開・登録公報2008-040
【出願番号】特願2007-86131(P2007-86131)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｓ   5/022    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  31/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｓ   5/022   　　　　
   Ｈ０１Ｌ  31/02    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月5日(2010.3.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と、
　上面及び側面に反射防止膜が設けられた受光面を備える受光素子と、
　その表面に設けられた実装面を備える搭載部であって、前記実装面と前記受光素子の上
面とが同一方向を向く位置関係で、かつ、前記発光素子からの出射光が、少なくとも前記
受光素子の側面の受光面に光結合される位置関係で、前記実装面上に前記発光素子と前記
受光素子とを搭載する搭載部と、
　を具備することを特徴とする光半導体モジュール。
【請求項２】
　前記受光素子の前記上面は、前記発光素子の上面より低いことを特徴とする請求項１記
載の光半導体モジュール。
【請求項３】
　前記発光素子と相対する前記受光素子の前記側面とは反対側の別の側面に設けられた反
射膜を具備することを特徴とする請求項１記載の光半導体モジュール。
【請求項４】
　前記受光素子の側面の形状は逆メサであることを特徴とする請求項３記載の光半導体モ
ジュール。
【請求項５】
　前記受光素子の前記側面の表面は平面状であることを特徴とする請求項１記載の光半導
体モジュール。
【請求項６】
　前記受光素子は光吸収層と前記光吸収層を挟む第１導電型半導体層及び第２導電型半導
体層とを有し、
　前記発光素子と前記受光素子を挟んで反対側に設けられ、それぞれ第１導電型半導体層
及び第２導電型半導体層に接続された第１パッド及び第２パッドを具備することを特徴と
する請求項１記載の光半導体モジュール。
【請求項７】
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　前記第１パッド及び前記第２パッドのいずれか一方は、前記第１パッド及び前記第２パ
ッドの他方の両側に設けられていることを特徴とする請求項６記載の光半導体モジュール
。
【請求項８】
　前記反射防止膜は多層膜であることを特徴とする請求項１記載の光半導体モジュール。
【請求項９】
　前記受光素子は光吸収層と前記光吸収層を挟む第１導電型半導体層及び第２導電型半導
体層とを有し、
　少なくとも前記第２導電型半導体層は前記側面まで延在していることを特徴とする請求
項１記載の光半導体モジュール。
【請求項１０】
　前記反射膜は、ＳｉＯ２／ＴｉＯ２、ＴｉＯＮ、Ｓｉ、Ａｕ、Ａｇ及びＡｕＧｅのいず
れかであることを特徴とする請求項３記載の光半導体モジュール。
【請求項１１】
　発光素子からの出力光をモニターする受光素子であって、上面及び側面に反射防止膜が
設けられた受光面を備えてなることを特徴とする受光素子。
【請求項１２】
　前記受光素子の側面の形状は、逆メサであることを特徴とする請求項１１記載の受光素
子。
【請求項１３】
　前記受光素子の側面の一部に設けられた反射膜を具備することを特徴とする請求項１１
記載の受光素子。
【請求項１４】
　前記反射膜は、ＳｉＯ２／ＴｉＯ２、ＴｉＯＮ、Ｓｉ、Ａｕ、Ａｇ及びＡｕＧｅのいず
れかであることを特徴とする請求項１３記載の受光素子。
【請求項１５】
　前記受光素子の前記上面に設けられた電極と、
　前記電極と接続され前記受光面の外側の領域に引き出された配線と、
　前記配線と接続された電極パッドとを備えることを特徴とする請求項１１記載の受光素
子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明においては、発光素子と、上面及び側面に反射防止膜
が設けられた受光面を備える受光素子と、その表面に設けられた実装面を備える搭載部で
あって、前記実装面と前記受光素子の上面とが同一方向を向く位置関係で、かつ、前記発
光素子からの出射光が、少なくとも前記受光素子の側面の受光面に光結合される位置関係
で、前記実装面上に前記発光素子と前記受光素子とを搭載する搭載部と、を具備している
。本発明によれば、発光素子と受光素子とを同じ搭載部上に搭載できるため、製造工数、
部品及び製造コストを削減しつつ、受光感度特性も良好にすることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
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